
 

 

 

 

 

令和３年１月１０日１９時００分 

資料配布 近畿地方整備局 

福 井 河 川 国 道 事 務 所 

 
 
 

 緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づ

き、国道 8 号あわら市牛ノ谷地先～鯖江市宮前地先間を指定

します。 

 

 

大雪による雪害対策のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基

本法第７６条の６第１項の規定に基づき、下記の道路区間を指定します。 

 

記 

 

 

 

路線名 

 

 

指定する道路区間 

 

国道８号 

 

 

福井県あわら市牛ノ谷地先 

～鯖江市宮前地先 

 

 

 

＜取 扱 い＞ ――――――――― 

 

＜配布場所＞ 福井県政記者クラブ 

 

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 

副所長     福島 克章（ふくしま かつあき） 

保全対策官  北野 晃士郎（きたの こうしろう）  

電話： ０７７６－３５－２６６１（代表） ＦＡＸ： ０７７６－３５－２８５６（道路情報室） 

 

 

 



【位置図】 国道８号 災害対策基本法 適用区間

国土交通省
福井河川国道事務所

Ｎ

あわら市牛ノ谷地先
～鯖江市宮前地先
延長 ３９ｋｍ


